
令和８年１０月１日施行

建築指導課関係　申請手数料一覧表 旭川市建築部建築指導課

許可・認定申請手数料

仮使用認定 （法第７条の６第１項第１号，第２号，第１８条第３８項第１号，第２号） １１９,０００円

建築物の敷地と道路との関係の建築認定 （法第４３条第２項第１号　） ２４,０００円

建築物の敷地と道路との関係の建築許可 （法第４３条第２項第２号　） ３１,７００円

公衆便所等の道路内における建築許可 （法第４４条第１項第２号　） ３１,７００円

公共歩廊等の道路内における建築許可 （法第４４条第１項第４号　） １５６,０００円

壁面線外における建築許可 （法第４７条ただし書　　　） １５６,０００円

用途地域における建築許可 ４８,６００円

用途地域における建築許可 １５８,０００円

用途地域における建築許可 （その他のもの） １７７,０００円

特殊建築物等敷地許可 （法第５１条ただし書　　　） １５７,０００円

建築物の容積率の特例認定 （法第５２条第６項第３号　） ２６,２００円

建築物の延べ面積の特例許可 （法第５２条第１０項，第１１項，第１４項） １５６,０００円

建築物の建蔽率の特例許可 （法第５３条第４項，第５項） ３１,７００円

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可 （法第５３条第６項第３号　） ３２,０００円

建築物の高さの特例認定 （法第５５条第２項　　　　） ２６,２００円

建築物の高さの許可 （法第５５条第３項，第４項各号） １５６,０００円

日影による建築物の高さの特例許可 （法第５６条の２第１項ただし書） １５６,０００円

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限

の適用除外に係る認定 （法第５７条第１項　　　　） ２６,２００円

高度利用地区における建築物の容積率，建ぺい率，建築面積

又は壁面の位置の特例許可 （法第５９条第１項第３号　） １５６,０００円

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可 （法第５９条第４項　　　　） １５６,０００円

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率

又は各部分の高さの特例許可 （法第５９条の２第１項　　） １５６,０００円

予定道路における建築物の延べ面積の特例許可 （法第６８条の７第５項　　） １５６,０００円

仮設興行場等建築許可申請手数料 （法第８５条第６項　　　　） １１７,０００円

１年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料 （法第８５条第７項　　　　） １６８,０００円

一の敷地内にあるものとみなされる１又は２以上の建築物の特例認定 （法第８６条第１項　　　　） ７６,６００円

｛(建物数≧３)－２｝×２８,０００円

既存建築物を前提とした総合的設計による一の敷地内にあるものと （法第８６条第２項　　　　） ７６,６００円

みなされる建築物の特例認定 建物数：建築等をするものに限る ＋(建物数－１)×２８,０００円

一の敷地内にあるものとみなされる１又は２以上の建築物の特例許可 （法第８６条第３項　　　　） １５６,０００円

　 ＋｛(建物数≧３)－２｝×２８,０００円

既存建築物を前提とした総合的設計による一の敷地内にあるものと （法第８６条第４項　　　　） １５６,０００円

みなされる建築物の特例許可 建物数：建築等をするものに限る ＋(建物数－１)×２８,０００円

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築認定又は一敷地内認定建築物の （法第８６条の２第１項　　） ７６,６００円

増築等認定 　建物数：新築又は増築等をするものに限る ＋(建物数－１)×２８,０００円

公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の新築許可 （法第８６条の２第２項　　） １５６,０００円

又は一敷地内認定建築物の増築等許可 　建物数：新築又は増築等をするものに限る ＋(建物数－１)×２８,０００円

公告認定対象区域内における一敷地内許可建築物以外の建築物の新築許可 （法第８６条の２第３項　　） １５６,０００円

又は一敷地内許可建築物の増築等許可 　建物数：新築又は増築等をするものに限る ＋(建物数－１)×２８,０００円

一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し （法第８６条の５第１項　　） ６,８５０円

＋建物数×１１,８００円

全体計画認定 （法第８６条の８第１項　　） ２６,２００円

全体計画変更認定 （法第８６条の８第３項　　） ２６,２００円

用途変更の全体計画認定 （法第８７条の２第１項　　） ２６,２００円

用途変更の全体計画変更認定 （法第８７条の２第２項　　） ２６,２００円

興行場等の使用許可 （法第８７条の３第６項　　） １１７,０００円

特別興行場等の使用許可 （法第８７条の３第７項　　） １６８,０００円

既存の建築物の接道の制限の適用除外に係る認定 （令第１３７条の１２第１１項） ２９,３００円

既存の建築物の道路内建築制限の適用除外に係る認定 （令第１３７条の１２第１２項） ２９,３００円

既存の建築物の移転制限の適用除外に係る認定 （令第１３７条の１６第２号） ２９,３００円

優良住宅認定申請手数料 　

(１団の宅地の面積が (１団の宅地の面積が

1,000㎡未満) 1,000㎡以上)

新築住宅の床面積の合計 100㎡以内　 ６,３２０円 ６,３２０円

  100㎡を超え 500㎡以内 ８,８１０円 ８,８１０円

500㎡を超え 2,000㎡以内 １３,１００円 １３,１００円

2,000㎡を超え 10,000㎡以内 ３４,９００円 ３４,９００円

10,000㎡を超え 50,000㎡以内 ４２,７００円 ４２,７００円

　　 50,000㎡を超えるもの ５８,０００円

各種証明（市民課納入）

（法第４８条第１６項第１号）

（法第４８条第１６項第２号）

建築申請に関する証明（１件あたり） ７５０円

敷地の接道証明（１件あたり） ２５０円


